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４Ｋ・８Ｋテレビ放送の視聴には注意が必要です。 

【事例】 

 難視聴地域だったため、ケーブルテレビ会社と受信契約を結んで地上デジタル放送の

み視聴している。点検を名目に訪問があり、配線を取り換えれば４Ｋ放送が映ると言わ

れ、４Ｋ放送及び同時に勧められた電話の契約をした。料金について確認すると、「現

在と大差ない」と言われたが本当だろうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 平成３０年１２月１日から、４Ｋ・８Ｋ放送の実用放送が始まります。家電量販店など

では超高画質を謳う４Ｋ・８Ｋ対応テレビが以前から販売されていますが、テレビと受信

設備が現在のままでは視聴できない場合があります。以下の点に注意してください。 

 

【消費者へのアドバイス】 

① 地上波では４Ｋ・８Ｋ放送は行いません。ＢＳ、ＣＳ放送、あるいはケーブルテレビ 

 を視聴できる設備や環境が必要です。また、衛星放送の受信契約も必要です。 

② 現在の地上デジタル放送、ＢＳ放送、ＣＳ放送に加えて、新規格の「新４Ｋ８Ｋ衛星

放送」として始まるので、今まで見ていた番組が見られなくなることはありません。 

③ 現在販売されている多くの４Ｋ・８Ｋ対応テレビは、新たに始まる実用放送は受信で

きません。別途専用のチューナーを購入するか、チューナーを内蔵したテレビ（６月に

発売が開始されました。）を購入する必要があります。 

④ 現在ＢＳ、ＣＳ放送が受信できても、４Ｋ・８Ｋ実用放送のすべてのチャンネルは受

信できません。すべてのチャンネルを見るためにはアンテナ、ブースター、分配器、ア

ンテナ端子などの機器を新しい規格に対応したものに交換が必要になる場合がありま

す。 

⑤ 上記事例のケーブルテレビの場合は、通常のケーブルテレビ契約に加え、４Ｋ・８Ｋ

放送の契約と、対応したセットトップボックスへの交換が必要です。また衛星放送受信

契約、４Ｋ・８Ｋ対応テレビの購入が必要なので、「現在の料金と大差ない」ことは考

えられません。 

 

 「新４Ｋ８Ｋ衛星放送」に関するお問い合わせは、総務省の「新４Ｋ８Ｋ衛星放送コー

ルセンター（ナビダイヤル：通話料視聴者負担）」へ【平日９：００～１７：００】 

  電話番号：０５７０－０４８－００１ 

 

  工事業者を装って、費用を不正に請求する悪質商法による被害が発生する恐れがあり

ます。不審に思ったら消費生活センターに相談してください。 

  消費生活センターへは全国共通の電話番号である１８８番へかければつながります。 


